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１．事業概要 ～計画概要、位置～ 

黒石市街図 

計画地 
（黒石税務署） 

弘南鉄道黒石駅 

黒石市役所 

黒石市 

青森県図 

（１） 計画概要 
  黒石税務署庁舎は、耐震性能が不足しており、大規模地震時に倒壊や崩壊の恐れがある。また、

昭和３９年建築（築４７年）で経年による老朽化が著しいことに加え、業務の多様化や業務量の増大に

より庁舎の狭あい化が進行し、簿書の一部を弘前市内の集中簿書庫に保管していることなどから、利

用者に不便を強いる状況となっている。 
 このため、現庁舎を取り壊し、跡地に新たな庁舎を整備するものである。 
 なお、新たな庁舎の整備にあたり、再生可能エネルギー・新技術の積極的導入と省エネ技術の徹底

活用により、ゼロエネルギー化を目指した整備をモデル的に実施する。 
（２） 位置 
 

 



１．事業概要 ～既存庁舎の概要～ 

 
（３） 既存庁舎の概要 
 

– 建 設 ： 昭和３９年（築４７年） 
– 敷 地 ： 青森県黒石市西ヶ丘６６、  １，７３６．７２㎡ 
– 建 物 ： 鉄筋コンクリート造２階建て外、 延７０９㎡ 

既存庁舎 

車庫 

車庫 

既存庁舎 



１．事業概要 ～新庁舎の概要～ 

配置計画案 

（４） 新庁舎の概要 
 

–  敷   地 ： 既存庁舎敷地 
–  建   物 ： 鉄筋コンクリート造地上３階建て、 延約１，２３６㎡  
–  工  事  費 ： ６．６億円 
–  事業期間 ： 平成２４年度～平成２５年度 

 

 



 

（５） 黒石税務署の業務 

–  税務署は、国税庁や国税局の指導及び監督のもとに、内国税の賦課・徴収を担当する執行機関
である。 

–  黒石署の管轄区域は、黒石市、平川市、藤崎町及び田舎館村であり、公共交通機関による来署
が不便な地域を管轄している。 

 （管轄区域面積：６２２ｋ㎡、人口：１０万人、法人数：１千社、徴収決定済額：６２億円） 
 

（６） 黒石税務署の組織 

署長 

総務課 
複数の部署に関連する事務についての調整、申告書や各種届出書等の受付、情報公開
や個人情報の開示等の請求の受付、税理士制度の運営、広報広聴事務、租税教育の
推進 等 

 管理運営  租税債権の管理事務、窓口として各種申告書及び申請書等の受付、各種用紙の交付、
納税証明書の発行、国税の領収、国税に係る制度や手続に関する一般的な相談 等 

 徴収  国税の納付の相談、滞納処分 等 

個人課税部門 
所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査、個人事業者向けの
各種説明会、青色申告のための記帳指導・研修、法定調書などの資料情報の収集整理 
等 

 資産課税  相続税・贈与税、土地・家屋等を譲渡した時の所得税等についての相談・調査、路線価
図等の閲覧 等 

法人課税部門  法人税、法人の消費税等、印紙税、酒税及び揮発油税等の個別的な相談や調査、酒税
の相談や調査、酒類の製造・販売業の免許に関する事務 等 

１．事業概要 ～黒石税務署の業務と組織～   



 

（１） 必要性の評点 ： １１７点 
 

 

 

 

 

 

 

（２）現存率の算出根拠 
 

 

 

 

 

 

 
– 現存率 ＝ Σ（ 構成比 × 各部現存率 ）  ＝ ５５ 

２．事業計画の必要性 ～評点の算出、現存率の算出根拠～ 

計画理由  評点  黒石税務署の状況 

→ 

必要性の評点  １１７点 

①  老朽  ９０  現存率５５％（昭和３９年築） 

主理由 × １ 

９ 

④  分散  ８０  書庫が他地区の施設に分散 
従要素 ×０．１ 

８ 

⑦  施設の不備  １００  耐震性能不足かつ耐震改修困難 等  １００ 

※②狭隘、③借用返還、⑤都市計画の関係、⑥立地条件の不良、⑧衛生条件の不良及び⑨法令等は評点無し。 

区分 構成比 各部現存率 主な現象 

構造 ２８．２ ０．２０ 2階はね出しが傾斜。壁・床に１㎜超える亀裂あり。 

主要部の仕上げ ２７．５ ０．７２ 劣化・汚れ・剥がれが広範囲にある。 

電気設備 １７．９ ０．７８ 経年により動力制御盤等に発錆・変色の劣化が生じている。 

機械設備 ２６．４ ０．５８ 経年により熱源機器・空調機器の故障が発生している。 

計 １００．０ － 

（注） 現存率は建物の老朽度を示す指標で、建築物の新築時を１００とする。 



２．事業計画の必要性 ～現庁舎の老朽状況～ 

執務室内 ： はね出し部分の傾斜 執務室内 ： キャビネット（H1,690mm）上部
開き（65mm）→床の傾斜度約1/25 

執務室内 ： 床の傾斜状況 

傾斜の進行を防ぐため
鉄骨方杖を設置 

書庫 ： 柱クラック ２階床はね出し部分の傾斜  書庫 ： 床のひびわれ 



２．事業計画の必要性 ～書庫分散による業務への支障～ 

簿書の一部が弘前市内の
集中簿書庫で保管。 
（片道距離約15ｋｍ） 

簿書の一部を弘前市内の集中簿書庫に保管している。修正申告や、閲覧・開示請求などの事務処理のため、月
平均８回程度は弘前市への出張が必要となっており、業務の支障となっている。 



２．事業計画の必要性 ～施設の不備（耐震性能不足等）～ 

• 耐震性能不足かつ耐震改修困難 
 
 
 
 
 
 

  ※現庁舎のコンクリート強度が低いこと等から、補強箇所等が多く、改修により適切な行政サービスの
提供が困難となることから、耐震改修は困難である。 

 
• バリアフリー法の移動円滑化基準非適合 

– エレベーター未整備 
– 階段蹴上げ寸法 
– 多機能トイレ不備 等 

 

黒石税務署の耐震安全性の評価 

 ≠ 
税務署の耐震安全性の目標 

–  評価値：０．６８ 
–  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性がある。 

– 評価値：１．０以上 
– 大規模地震による構造体の部分的な損傷は
生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくない
ことを目標とし、人命の安全確保が図られている。 

階段：蹴上げ寸法不足等 多機能トイレ：車いす回転スペースなし 



１）賃借施設等について 

- 黒石市内に必要面積に対応する賃借施設等は存在しないことから、賃借によることは困難である。 

（近隣の賃借施設は弘前市にあるが、当該地域から約15km遠方。また、弘前市は弘前税務署の所管区域である。） 

１階平面図 

２）別地用地について 

- 黒石市内に空地となっている国有地等は存在しないことから、別地建替えは困難である。 

３）既存庁舎の改修工事について 

- コンクリート強度が低いこと等から、耐震壁等の設置箇所が多く、執務空間の形状等が著しく不適切なものとなる。 

 

基礎改修に伴う床の全面撤去・新設
（内装工事も全面改修） 

耐震壁の増設 耐震壁の増設 
はね出し床の撤去（減築） 

重量軽減改修 

２階平面図 耐震壁の増設 

全ての基礎を補強 
直接基礎→杭基礎 

３． 事業計画の合理性 
• 合理性の評点 ： １００点 

– 他の案では、事業案と同等の性能を確保できない 

 



４．事業計画の効果 ～評点の算出～ 

 
• 効果の評点 ： １４６点 

分類 項目 係数 評価の根拠 

イ 位置 Ｂ１

①用地の取得・借用 １．１ 国として用地を保有できている。 

②災害防止・環境保全 １．１ 自然的条件からみて良好な状態で
ある。 

 ③アクセスの確保 １．１ 施設へのアクセスは良好である。 

④都市計画その他の土地利用に関する
計画との整合性 １ 都市計画に整合した計画 

⑤敷地形状等 １ 敷地が有効に利用できる形状 

イ ①×②×③×④×⑤                    計 １．３３ 

ロ 規模 Ｂ１ 
①建築物の規模 １ 面積算定基準に基づいて計画され

ている 

②敷地の規模 １ 施設規模にあった駐車場・緑地を設
けることができる。 

ロ ①×②                             計 １ 

ハ 構造 
Ｂ１ ①機能性（業務を行うための基本機能） １ 執務空間及び機能の確保が可能で

ある。 

Ｂ２ ②社会性、環境保全性及び機能性 
 （施策に基づく付加機能） １．１ 施策に基づく機能が付加される見込

みである。 

ハ ①×②                             計 １．１ 

事業計画の効果の評点（イ×ロ×ハ×１００） １４６点 



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能の評価～ 

項目  評
価 

評価の根拠 

地域性  Ｃ  関係法令・条例等と整合が図られている。 

環境保全性  Ａ 

特に充実した取組が計画されている。 
－太陽光発電による自然エネルギーの有効活用。 
－屋上緑化による緑化の推進 
－外断熱の採用 
－地中熱利用ヒートポンプの採用 等 

機能性 
（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ） 

Ａ 
高度なバリアフリーが計画されている。 
－建築物移動等円滑化誘導基準より優れた整備。 

機能性 
（防災性） 

Ｃ  総合耐震計画基準に基づいた整備がなされているほか、防災に関する一般的な
取組が行われている。 

（別表） 



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能（環境保全性）～  

新営にあたり、環境負荷低減対策を推進するとともに、ゼロエネルギー化を目指した整備をモデル的に実施す
ることを検討。 

新庁舎では、年間エネルギー消費量を、 
年間エネルギー生産量以下とすることを目指す。 

再生可能エネルギー 
の活用 

・太陽光発電システムの設置 
・再生可能エネルギーを利用した熱源の導入 

断熱性能の向上 ・建具の高断熱化（複層ｶﾞﾗｽ・断熱ｻｯｼ） 
・外壁・屋根の高断熱化（外断熱） 

熱負荷の軽減 ・外部ﾙｰﾊﾞｰの設置 
・緑のカーテンプランター設備の設置 

再生可能エネルギー・新技術の積極的導入 

省エネルギー・節電技術の徹底的活用 

地中熱ヒートポンプ 太陽光発電システム 

     再生可能エネルギー技術（イメージ図）      

ゼロエネルギー庁舎（イメージ図） 

複層ｶﾞﾗｽ・断熱サッシ 
外部 
ﾙｰﾊﾞｰ 

緑のｶｰﾃﾝ 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ 

高効率照明 
調光ｼｽﾃﾑ 

自然換気 

熱交換 
ﾊﾟｲﾌﾟ 

変風量制御 
変流量制御 

地中熱利用 

外壁・屋根 
の外断熱 

設備の高効率化 
【照明】 ・LED照明の導入 
       ・照明制御ｼｽﾃﾑの導入 
【空調】 ・搬送動力の低減 
      （変風量制御・変流量制御） 

目的 活用技術の例 

目的 導入技術の例 



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能（ユニバーサルデザイン）～ 

●建築物移動等円滑化誘導基準より優れた整備 

・多機能トイレの整備  ・事務室の自動扉化 
・構内通路における、段差のない 
 円滑通路の整備 

・車いす使用者用駐車場の整備 

・手摺りや誘導標識等が設置され、 
 肢体不自由者や視覚障害者等も 
 利用しやすい縦動線の整備 

※写真はイメージ写真 



５．評価（案） 

事業計画の必要性 １１７点 
事業計画の合理性 １００点 
事業計画の効果 １４６点 
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